
 

JPX へ投資される場合の注意点 

当社株式（議決権）の一定数以上の取得・保有については、次のような法律による規制がありま

す。 

1. 金融商品取引法第 106 条の 14 第 1 項 

何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を

取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品

取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。 

（注）保有基準割合：100 分の 20（その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与える

ことが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100 分の 15。） 

2. 金融商品取引法第 106 条の 15 

金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者（以下こ

の条において「対象議決権保有者」という。）となった者は、内閣府令で定めるところにより、対象

議決権保有割合（対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引所持

株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。）、保有の目的その他内閣府令で定め

る事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならな

い。 


